
令和７年度 京都市立二条中学校  

＜毎日の生活の約束事＞ 

 

 

  学校教育目標 

「夢の実現のため、互いを認め合いながら、課題解決に向けて自ら学び、挑戦できる生徒の育成」 
 
 
１．欠席などの連絡 

 
・欠席、遅刻、早退およびその他の連絡は、できるだけ８：２０までに「すぐーる」で連絡しましょう。 

 
2．登校時刻・通学 
 
・８：１５以降に登校しましょう。 

 
・荷物の整頓などを済ませ、８：３０にベル着をしましょう。８：３０～ 朝学活が始まります。 

 
3．授業 
 
・ベルで授業が始められるように着席しておき、準備をして静かに待ちます。 
 
・授業中に水分の補給をしてもかまいませんが、水筒は机の上には置きません。 

   
 
4．昼食時 
 
・給食か弁当持参が原則。自教室で食事をとり、決められた時間（１５分間）内は教室から出ません。 
※昼食が用意できなかった場合は、パン・おにぎり・弁当等を購入して持参可 

   ※昼食時の飲料としては紙パックの飲料可（缶・ビンは×）。 
 
・ごみ（容器・包み紙・割り箸など）は持ち帰ります。昼食時以外のティッシュなどのゴミも持ち帰り 
ます。 
 

 ・給食を持ち帰ることはできません。また余った給食を他の人がもらうことはできません。 
 

5．休憩時 
 
    ・１０分間の休憩時間は、次の授業の準備を中心に過ごします。 
 
    ・昼休みの遊びは、予鈴でやめ、片づけをします。 
 
    ・立ち入り禁止区域（南校舎の裏・本館の非常階段・植樹地域・テニスコート・プール周辺・屋上 な

ど）や体育館・講堂では遊べません。 
 
  ・学級ボールの使用は、昼休みのみとし、予鈴で終わります。学級ボールは蹴りません。 
 
    ・ボールは校舎内では使用しません。保管は職員室前。 
 
   ・「蹴ってもいいボール（サッカーボール）」は決められた日・区域を守って使用します。 
 
  ・バットや棒切れなど危険な用具の使用は禁止します。 

  
 
６．職員室の出入り 
 
    ・入退室のマナーに気を付けます（職員室の扉に掲示）。 
 
  ・荷物を置いて、また、防寒着・マフラーや手袋をとってから、入室します。 
 
  ・用事のある生徒のみ、必要な位置まで入室します。（カギ取りなど） 
   
  ・室内でのマナーや言葉遣いにも気を付けます。雑談はしません。  
 
 
 
 
 



7．清掃 
 
    ・ゴミは、「砂」と「燃えるゴミ」と「古紙」に分けます。 
 
  ・「砂」→ 廊下の砂入れ（赤バケツ）、「燃えるゴミ」→ 廊下のゴミペ－ル、 
 
    ・最終退室時は、窓のカギ、カーテン、換気扇、エアコン、消灯 等に気を付けます。 
     
 
8．下校時刻・部活動 
 
  ・部活動や放課後の取り組みの無い場合は、１５：５５ までに下校します。 
 
  ・午前中授業時は学校（自教室）で昼食をとり、活動を開始します（ただし、後半の部は帰宅して昼

食をとること）。 
 
  ・部活動は １６：４５ 活動終了、１６：５５ 完全下校 です。 
 
  ・下校途中の寄り道、買い食いはしません。    
 
9．保健室 
 
    ・保健室の利用は原則として休み時間。急な場合を除き、できるだけ担任や学年の先生に申し出てか

ら利用します。 
 
  ・授業中にやむを得ず来室する場合は、授業担当の先生に申し出ます。 
 
１０．その他 
 
  ・水分 ( お茶･水･スポーツドリンク )を水筒で持参してもかまいません。 ペットボトルを水筒として

使用してもかまいません。 
 
    ・本館と南校舎の水道水は、飲料水としてはあまり適していません（屋上のタンクにくみ上げて一時 

的に保存している為）。 できるだけウォータークーラーを活用しましょう。 
 
    ・GIGA 端末の使用は、原則、授業中のみとします。（委員会などで先生と一緒に使用することはでき 

ます） 
 

    ・GIGA 端末を破損した場合は、個人での弁償となる場合があります。取り扱いには十分に注意してく 
ださい。 
 

    ・朝学活後、忘れ物のある場合でも、外出はできません。 
 

  ・学習に不必要なものは持ってきません。（不要な金銭・携帯電話・雑誌・ゲームなど） 
※携帯電話などを持参した場合には、朝礼前に職員室に預けます。 
 

  ・他教室に入りません。他学年のフロアに立ち入りません。（委員会などを除く） 
 
  ・落し物のロッカーは職員室前に設置。心当たりのものがある場合は先生に申し出ます。 
     
    ・公共物を大切にします。公共物（ガラスなども）の破損はすぐに先生に連絡します。 
     
    ・金銭・物品の貸し借りは禁止です。 
 
  ・飲食をともなう学級会や部集会は禁止です。 
     
１１．服装 
 

・学習の場であることを意識し、二条中学生としての標準服装を守り、装飾を避け、清潔を心がける 
ようにします。 
※詳しくは別紙［二条中学校の服装について］参照 

     
・場面に合わせたフォーマルな着こなしをするために儀式的行事では、基本ブレザーを着用し、カッ 
ターシャツは第１ボタンもとめます（夏季を除く） 
※通常は第２ボタンまではとめます 


